
●確定申告書はホームページ上で作成して提出を
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を

利用して、自宅などで確定申告書が作成できます。申
イ ー タ ッ ク ス

告書はｅ―Ｔａｘまたは郵送で提出してください。な
お、１月以降は、ID・パスワード方式で簡単にｅ―Ｔ
ａｘで申告できます。
①ｅ―Ｔａｘ・確定申告書等作成コーナーの操作に関
する質問・相談⇒ｅ―Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデ
スク（�０５７０―０１―５９０１、受け付け㈪～㈮〈㈷、１２月２９日
～１月３日㈭を除く〉）
②確定申告などに関する案内⇒国税庁ホームページ
「確定申告特集」
●所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を開設
�２月１８日㈪～３月１５日㈮９～１７時（受け付け／８時３０分
～１６時〈㈯㈰を除く。ただし、２月２４日㈰・３月３日㈰は
開場〉） �上尾税務署 ※申告書の作成には時間を要
するため、早めにお越しください。 ※確定申告会場
の開設期間前は、相談スペースが限られているため、
長時間お待ちいただく場合があります。

●配偶者控除・配偶者特別控除の改正
平成３０年分の確定申告から次のとおり改正されま

す。
⑴配偶者控除
改正前の控除額は一律３８万円でしたが、改正後は申

告者本人の合計所得金額に応じ、①９００万円以下の場
合は３８万円（４８万円）②９００万円超９５０万円以下の場合は
２６万円（３２万円）③９５０万円超１，０００万円以下の場合は１３
万円（１６万円）となります。 ※（ ）内の金額は、老人
控除対象配偶者（控除対象配偶者のうち、１２月３１日現
在の年齢が７０歳以上の人）の場合です。
⑵配偶者特別控除
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額

が３８万円超１２３万円以下に変更され、申告者本人の合
計所得金額によって控除額が異なります。
※申告者本人の合計所得金額が１，０００万円を超える場
合は⑴⑵どちらも適用できません。詳しくは、国税庁
ホームページで確認してください。

確定申告に用意する物
還付申告をする場合、本人名義の預（貯）金口座の通帳が必要です。それ以外の持ち物については、「市・県

民税申告に用意する物」（１０ページ参照）を確認してください。詳しくは、上尾税務署へ問い合わせてください。

確定申告する場合の市・県民税に関する注意点
⑴確定申告書２表「住民税・事業税に関する事項」の「１６歳未満の扶養親族」、「配当割額控除額」、「株式等譲渡所
得割額控除額」、「寄附金税額控除」（ふるさと納税分も含めて確定申告してください）の内容は、市・県民税の
計算に必要な情報のため、書き漏らしのないように注意してください。
⑵年末調整や確定申告で住宅借入金等特別控除を含めていない場合は、市・県民税で適用させるために３月１５
日㈮までに確定申告（訂正申告）を行ってください。
⑶市・県民税の計算に医療費控除などを追加する人で、すでに住宅借入金等特別控除を含めて年末調整してい
る場合は、年末調整で所得税額が０円となっていたとしても、新たに確定申告しなければならないことがあり
ます。
⑷配当所得、譲渡所得で源泉徴収された市・県民税の還付や充当を希望する場合は、市・県民税の納税通知書
が送付されるまでに確定申告を行ってください。
⑸申告不要制度の対象となる配当・譲渡所得は、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できます。選択
する場合は、市・県民税の納税通知書が送付されるまでに、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を提出
してください。ただし、申告不要を選択した場合は、市・県民税の還付や充当はできません。

上尾税務署から
確定申告のご案内 上尾税務署

�〒３６２―８５０４西門前５７７
�７７０―１８００（自動音声案内）

申告期限 ３月１５日㈮
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いいえ・
よく分からない

（2）へ

※ 遺族年金、障害年金は課税対象ではないので｢②年金の場合｣には含みません。遺族年金、障害年金だけで生活していた人は、次
の｢③収入がなかった場合｣に進んでください。
※①と②両方の収入があり、両方とも｢いずれの申告も不要｣の場合、手続きは不要です。
　どちらかが｢確定申告｣の場合は確定申告の手続きをしてください。それ以外は、市・県民税申告の手続きが必要です。

(3)平成30年1月1日～12月31日の間に、どのような収入がありましたか？

①
給
与
の
場
合

・年末調整をしていない
・給与以外の所得の合計が20万円以上
・2カ所以上から給与の支払いを受けた
・所得控除などを追加すると所得税が還付される
・平成30年入居の住宅借入金等特別控除を追加
したい(税務署でだけ受け付け)

 一つでも該当するものがある 確定申告

 全て該当しない

・20万円未満だが給与以外の所得がある
・ 住民税の計算に源泉徴収票以外の所得控除を
追加したい

 一つでも該当するものがある 市・県民税申告
※10・11ページ参照

全て該当しない いずれの申告も不要

③
収
入
が

　
な
か
っ
た
場
合

・｢非課税証明書｣を発行したい
・国民健康保険、後期高齢者医療保険を利用している
・保育園・児童手当を利用している他

 一つでも該当するものがある 市・県民税申告
※10・11ページ参照

全て該当しない いずれの申告も不要

(1)平成31年1月1日現在、上尾市に住んでいますか？

1月1日に在住の市区町村へ問い合わせてください。
※ 住民票の異動をしていない人は、市民課で相談・手続きをしてください。

(2)平成30年分の確定申告をしますか？

市・県民税申告は不要
※8ページの注意点を確認してください。

はい

いいえ

②
年
金
の
場
合

・公的年金等の合計収入額が400万円以下
・それ以外の所得の合計が20万円以下

該当しないものがある 確定申告

 全て該当する

・所得控除を追加すると源泉徴収されていた
所得税が還付される

はい

 いいえ

・20万円以下だが公的年金等以外の所得がある
・住民税の計算に所得控除を追加したい

 一つでも該当するものがある 市・県民税申告
※10・11ページ参照

全て該当しない いずれの申告も不要

はい

（3）へ

確定申告、市・県民税の申告の受付期間は２月１８日㈪～３月１５日㈮です。市民税・県民税申告書は、前年度に提
出した人などへ２月上旬に郵送します。また、市民税課、各支所・出張所でも配布します。

申告が必要か確認を

市民税課
�７７５―５１３１・５１３２
�７７５―９８４６

始まります 税の申告

9 広報あげお 2019. 1 No. 1018

とき　　　 ところ　　　 内容　　　 対象　　　　 費用・金額　※記載のないものは「無料」　　 定員　　　 持ち物
申し込み　※記載のないものは「当日、直接会場へ」　　 問い合わせ　

広報あげお1月号_No1018.indd   9 2018/12/17   11:02:23



●医療費控除を受ける人へ
平成３０年中に支払った医療費について「医療費控除の明

細書」を作成してください（事前に個人や病院ごとの支払金
額と保険などで補てんされた金額を集計した表を作成す
る）。
※医療保険者が発行する次の必要事項⑴～⑹全てが記載さ
れた「医療費のお知らせ」などを添付する場合、「医療費控
除の明細書」の明細部分の記入を省略できます。

⑴被保険者等の氏名
⑵療養を受けた年月
⑶療養を受けた者
⑷療養を受けた病院、診療所、薬局などの名称
⑸被保険者等が支払った医療費の額
⑹保険者等の名称

※平成３０年分の申告に医療費などの領収書は添付不要です
（ただし、領収書はご自身で５年間保存する必要がありま
す）。

※「セルフメディケーション税制による医療費控除の特例」
での申告を希望する場合、上記の医療費控除は選択できま
せん。どちらか一方だけを選択して控除を受けられます。

●市・県民税申告に用意する物

●申告書
●印鑑
●「個人番号カード」または「個人番号通知
カード＋自動車運転免許証・健康保険証
他」

所得・控除を証明する書類
●平成３０年分給与所得・公的年金等の源泉徴
収票など収入金額が分かる物

●各種控除を証明できる証明書・領収書（平
成３０年１～１２月に支払った物）
・社会保険料（国民健康保険、後期高齢者
医療保険、国民年金、介護保険他）

・生命保険料
・地震保険料
・寄附金
・各種障害者手帳

●医療費控除を受ける場合は、医療費の明細
書または医療費通知 ※詳しくは、右記の
「医療費控除を受ける人へ」を確認してくだ
さい。

※市・県民税申告では、医療費控除を受けるた
めの書類を除き、写しの提出でも受け付けます。

●市民税・県民税申告書の提出
申告書は、次の①～③のいずれかで提出してください。 ※申告書に資料を貼り付けないでください。また、必

要な資料が添付されていない場合は、所得や控除を修正します。申告書は、市ホームページから作成することも
できます。
①郵送／記入、押印済みの申告書に上記「市・県民税申告に用意する物」で該当する書類を添付して、市民税課（〒
３６２―８５０１本町３―１―１）に郵送 ※郵送された資料は返却しません。資料の返却や申告受付書が必要な人は、切手を
貼り宛名を記入した返信用封筒を同封してください。申告書のコピーが必要な人は、郵送前にコピーしてください。
②市民税課申告書受け付け用ポスト／市民税課の窓口にある、申告書受け付け用のポストに投かん ※①と同様
に準備したものを投かんしてください。
③申告会場／「市・県民税申告受付会場」（１１ページ参照）で提出 ※申告会場開設に伴い、申告期間中（㈯も含
む）、市民税課窓口では職員による申告書作成補助や、作成した申告書の確認は行っていません。所得税の確定
申告は税務署で受け付けていますが、確定申告書Ａ（給与収入や年金収入だけの人など）は、市・県民税申告受付
会場でも受け付けます。確定申告書Ｂ（営業・譲渡所得などがある人）や、平成３０年入居開始分の住宅借入金等特
別控除を受ける人は、税務署で申告してください。

市民税課
�７７５―５１３１・５１３２
�７７５―９８４６

市民税・県民税申告書は、平成３１年度に課税する市・県民税額（平成３０年中の所得などにより算出）を計算する際
の資料になります。

市・県民税の申告 ２月１８日㈪～
３月１５日㈮

受付期間
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※前年までと日程・対象地区が変更になっている場合があるので注意してください。
※各施設は８時３０分から（文化センターは９時から）入場可能で、９時１５分から１５時まで受け付け予定です。入場時間
よりも前の来場はご遠慮ください。
※各施設の入場時間以降に整理券を配布し、順番に案内します。
※対象地区は目安です。都合が合わない場合は、他の日程・会場にお越しください。
※市民体育館は、室内履きをお持ちください。外履きはビニール袋などに入れて自己管理をお願いします。
※各会場の駐車場に限りがあるため、自家用車での来場はご遠慮ください。

●郵送での提出にご協力ください
申告受付会場は大変混み合い、長時間お待ちいただく場合があるので、郵送での提出にご協力ください。

●公的年金等を受給している人へ
公的年金等の収入金額の合計が４００万円以下でそれ以外の所得が２０万円以下であれば、確定申告を提出する必要

はありません。ただし、市民税・県民税申告書の提出が必要な場合があります。詳しくは９ページを参考に確認し
てください。

対象地区
緑丘・上町・仲町・二ツ宮
宮本町・愛宕・栄町・日の出・上尾宿・上尾下・上尾村
東町・本町・原市（１３１６～１４４０番地）・原新町
弁財・浅間台・中妻・谷津
春日・柏座・富士見
瓦葺（尾山台団地を含む）
上平地区
原市（１３１６～１４４０番地と原市団地を除く）
五番町・原市中・原市北・原市団地
瓦葺（尾山台団地を含む）
西上尾第一団地
西上尾第二団地
壱丁目・今泉・向山・川
地頭方・大谷本郷・堤崎・中新井・戸崎・西宮下
平方地区
小泉・藤波・畔吉・領家
井戸木・泉台・中分・小敷谷（西上尾第一・第二団地を除く）

ところ

文化センター

コミュニティセンター

尾山台出張所
上平公民館

原市公民館

市民体育館

平方支所

大石公民館

とき
㈪
㈫
㈬
㈭
㈮
㈪
㈫
㈬
㈭
㈮
㈫
㈬
㈭
㈮
㈫
㈬
㈭

２／１８
１９
２０
２１
２２
２５
２６
２７
２８
３／１
５
６
７
８
１２
１３
１４

【市・県民税申告受付会場】

関東信越税理士会上尾支部
�７７６―８７７７税理士による所得税の無料相談

①還付申告相談（事前予約制） �⑴２月４日㈪・５日㈫９～１６時⑵２月６日㈬・７
日㈭１０時～１６時３０分 �⑴上尾県税事務所（南２３９―１）⑵桶川マイン３階イベン

お け が わ ほ ん

ト広場「OKEGAWAhonプラス＋」（桶川市若宮１―５―２） �１月２１日㈪～２５日
㈮１０～１５時に電話で関東信越税理士会上尾支部へ
②税務相談（事前予約制）
�２月１日㈮～１５日㈮（㈯㈰㈷を除く）９時３０分～１６時（１２～１３時を除く） �市
内の各税理士事務所 �９時３０分～１６時（１２～１３時を除く）に電話で関東信越
税理士会上尾支部へ
【①②共通】�次のア～ウのいずれかに該当する人ア年金受給者イ給与所得者
で医療費控除を受けるウ年の途中で退職・就職した、年末調整が済んでいない

青色申告者対象の
確定申告相談会

上尾商工会議所
�７７３―３１１１・�７７５―９０９０

�２月１９日㈫・２５日㈪、３月６
日㈬・７日㈭・１２日㈫９時３０分
～１５時３０分（１１時３０分～１３時
３０分を除く） �上尾商工会
議所（二ツ宮７５０） �個別決
算指導、納税相談
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２０
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
の

加
入
手
続
き
を

保
険
年
金
課

�
７
７
５
―

５
１
３
７

�
７
７
５
―

９
８
２
７

２０
歳
に
な
る
と
、
会
社
員
や
公
務
員
、

ま
た
は
そ
の
被
扶
養
配
偶
者
以
外
の
人

は
、
国
民
年
金（
第
１
号
被
保
険
者
）に
加

入
し
ま
す
。
日
本
年
金
機
構
か
ら
郵
送
さ

れ
る
届
出
書
を
用
意
し
て
、
保
険
年
金
課

ま
た
は
各
支
所
・
出
張
所
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。
後
日
、
日
本
年
金
機
構
か

ら
年
金
手
帳
と
納
付
書
が
郵
送
さ
れ
ま

す
。保

険
料
は
、
月
額
１
万
６
、３
４
０
円

（
平
成
３０
年
度
）で
す
。
保
険
料
が
納
め
ら

れ
な
い
場
合
は
、
学
生
納
付
特
例
制
度
や

免
除
制
度
、
納
付
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す

の
で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

年
金
受
給
者
に

源
泉
徴
収
票
を
郵
送

保
険
年
金
課

�
７
７
５
―

５
１
３
７

�
７
７
５
―

９
８
２
７

大
宮
年
金
事
務
所

�
６
５
２
―

３
３
９
９

１
月
下
旬
、
年
金
受
給
者
に
日
本
年
金

機
構
か
ら
源
泉
徴
収
票
が
郵
送
さ
れ
ま
す

（
障
害
・
遺
族
年
金
は
非
課
税
の
た
め
郵

送
さ
れ
ま
せ
ん
）。
源
泉
徴
収
票
に
は
、
昨

年
の
年
金
支
払
総
額
、
源
泉
徴
収
税
額
、

扶
養
控
除
な
ど
の
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
源
泉
徴
収
票
は
、
確
定
申
告

や
市
・
県
民
税
の
申
告
を
す
る
時
に
必
要

に
な
り
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

源
泉
徴
収
票
を
紛
失
し
て
再
交
付
を
希

望
す
る
場
合
や
、
２
月
に
な
っ
て
も
届
か

な
い
場
合
は
、
大
宮
年
金
事
務
所
ま
た
は

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル（
�
０
５
７
０
―

０５
―

１
１
６
５
）へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
申
告
を
す
る
時
に「
国
民
年
金

保
険
料
控
除
証
明
書
」が
必
要
な
場
合
も
、

大
宮
年
金
事
務
所
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
用

封
筒
へ
の
有
料
広
告
を
募
集

高
齢
介
護
課

�
７
７
５
―

５
１
２
７

�
７
７
６
―

８
８
７
２

２
０
１
９
年
度
に
発
送
す
る
介
護
保
険

料
納
入
通
知
書
の
封
筒
に
掲
載
す
る
、
有

料
広
告
を
募
集
し
ま
す
。
掲
載
は
審
査
の

上
、
決
定
し
ま
す
。
【
掲
載
位
置
】封
筒

裏
面
【
募
集
枠
数
】２
枠
【
色
・
規

格
・
掲
載
料
】単
色
刷
り（
市
の
指
定
色
）・

縦
３５
×
横
９０
㍉
・
５
万
円（
１
枠
当
た
り
）

【
封
筒
使
用
期
間
】７
月
〜
２
０
２
０
年
６

月
【
発
送
数
】約
６
万
通

�
申
込
書

（
高
齢
介
護
課
に
あ
る
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）に
必
要
事

項
を
記
入
し
て
、
１
月
７
日
㈪
〜
２
月
７

日
㈭
に
直
接
、
高
齢
介
護
課
へ

技
能
功
労
者
表
彰
式

商
工
課

�
７
７
７
―

４
４
４
１

�
７
７
５
―

５
０
２
４

昨
年
１１
月
２３
日
、
文
化
セ
ン
タ
ー
で
、

「
第
３５
回
上
尾
市
技
能
功
労
者
表
彰
式
」が

行
わ
れ
ま
し
た
。
職
種
と
被
表
彰
者
は
、

次
の
１６
人
で
す（
敬
称
略
）。
大
工
／
関

根
隆
明
、
髙
橋
勉
、
池
田
正
勝

と
び
職

よ
し
た
か

ま
さ
か
ず

／
澁
谷
吉
孝

板
金
工
／
渡
邊
政
一

畳
よ
し
の
り

職
／
木
村
和
夫

配
管
工
／
清
水
義
憲

電
気
工
事
工
／
遠
藤
秀
樹

造
園
職
／
黒

須
弘
隆

美
容
師
／
梅
原
と
よ
ゑ
、
栗
田

じ
ゅ
ん
え
い

純
永

調
理
師
／
松
本
功

鮨
職
／
長
谷

川
保

精
密
機
械
工
／
片
桐
道
夫

セ
ン

ひ
さ
し

タ
レ
ス
研
磨
加
工
工
／
椎
名
寿

プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
金
型
工
／
新
井
健
一

防
災
講
演
会

〜
女
性
視
点
で
の
災
害
対
策
〜

危
機
管
理
防
災
課

�
７
７
５
―

５
１
４
０

�
７
７
５
―

９
９
２
７

昨
年
７
月
の
豪
雨
や
大
阪
府
北
部
地

い
ぶ
り

震
、
北
海
道
胆
振
東
部
地
震
な
ど
で
は
、

家
屋
の
倒
壊
や
土
砂
崩
れ
で
大
き
な
被
害

が
発
生
し
ま
し
た
。
い
つ
発
生
す
る
か
分

か
ら
な
い
災
害
へ
の
対
策
を
学
び
ま
し
ょ

う
。
�
１
月
１９
日
㈯
１０
〜
１２
時

�
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
【
講
師
】国
崎
信

江
さ
ん（
㈱
危
機
管
理
教
育
研
究
所
代
表
）

�
１００
人（
先
着
順
）

消防団は、「自分たちの地域は、自分たちで守る」という精神のもとに地
域で活動し、地域防災の要として各種災害から人命と財産を守っています。
市民を災害から守るため、勇気あるあなたの力が必要です。
●消防団員とは 他に職業や学業を持つ非常勤特別職の地方公務員です。
消防本部などの職員と同じく、権限と責任を有する地方公務員である一方、
ボランティアとしての性格も併せ持っています。【入団資格】市内に在
住・在勤の１８歳以上４５歳未満で心身ともに健康な人 �直接または電話で
消防総務課へ

消防総務課 �７７５―１５００・�７７５―２２３０

地域のために活動する消防団

市消防団 新入団員募集！市消防団 新入団員募集！
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昨年１１月２０日、市は市内郵便局と「連携と
協働に関する包括協定」を締結しました。
この協定は、地域・暮らしの安全・安心、

災害対策に関すること、環境保全に関するこ
と、農業の振興・地産地消の促進に関するこ
となどの分野で、市民サービスの向上と地域
の活性化を図ることを目的としています。

新年、あけましておめでとうございます。
昨年上尾市は、市制施行６０周年の節目を迎えました。今後、

さらに上尾市発展のため、初心を忘れず、気持ちを新たに取
り組んでまいります。
さて、ことしの重点事業として、まず、小学校の音楽室に

エアコンを設置します。窓を閉めきることが多い音楽室にエ
アコンを設置し、子どもたちの安心・安全を確保したいと思
います。これにより、市内全ての小・中学校の音楽室にエア
コンが設置されることになります。
次に、英語教育の充実です。市内の小学校では、すでに２０２０

年度実施の新学習指導要領を２年前倒しで実施しています。こ
れに加え、ＡＬＴ（外国語指導助手）を増員し、小学校１・２年
生においても週１時間は英語に触れられる体制を整えます。
そして、災害時の防災力向上です。２０１９年度当初予算に防災

体制強化に関する具体的な施策を盛り込みたいと思います。
私は、ことしを表す漢字を「正」としました。市民に夢を持っ

ていただける街「みんなが輝く街 上尾」の実現に向け、公正
な政治、公平な行政を推進し、新しい上尾に向けた一歩を踏
み出していく年にしていきたいと思います。

昨年９月２６日、市はヤフー㈱と「災害に係る情報発
信等に関する協定」を締結しました。
この協定により、災害時に市ホームページの

キャッシュサイト（コピーページ）が作成されます。
キャッシュサイトが作成されることで、市ホーム
ページへのアクセス集
中によるサーバーの負
担が軽減され、市ホー
ムページに接続できな
いなどの障害を防ぐこ
とができます。また、
ヤフー㈱が提供する
「Yahoo！防災速報ア
プリ」を通じて、市か
らの緊急情報を配信す
ることができるように
なりました。

昨年１１月２２日、鴻巣市・上尾市・桶川市・北本市・伊
奈町と埼玉県宅地建物取引業協会彩央支部による「埼玉
県央地域における空き家の利活用等に関する協定」の締
結式が行われました。
この協定は、４市１町と宅建協会が相互に連携、協力し

県央地域内の空き家を市場へ流通させ、空き家の利活用
を図ることを目的としています。今後は、空き家の有効
活用のため、空き家バンクの設置・運営を進めていきます。 パソコンの場合

http://emg.yahoo.co.jp/

市内郵便局と「連携と協働
に関する包括協定」を締結

Yahoo！
防災速報アプリ

危機管理防災課 �７７５―５１４０・�７７５―９９２７

ヤフー㈱と「災害に係る情報
発信等に関する協定」を締結

左から上尾二ツ宮郵便局遠山局長、上尾郵便局村田局長、
畠山市長、上尾平方郵便局林局長

行政経営課 �７７５―３９６３・�７７６―８８７３

Androidの場合

iPhoneの場合

交通防犯課 �７７５―５１３８・�７７５―９９２７

左から伊奈町大島町長、桶川市小野市長、畠山市長、埼玉県宅
地建物取引業協会彩央支部河野支部長、鴻巣市原口市長、北本
市現王園市長

輝かしい新春を迎えて

「埼玉県央地域における
空き家の利活用等に
関する協定」を締結

市長 畠山 稔
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上
尾
駅

J
R
高
崎
線

さ
い
た
ま
市
↓

↑
桶
川
市

高速埼玉中央道路

上尾道路

都
市
計
画
の
変
更
に
関
す
る

説
明
会

都
市
計
画
課

�
７
７
５
―

７
６
２
９

�
７
７
５
―

９
９
０
６

１
・
４
・
１
号
高
速
埼
玉
中
央
道
路

（
県
決
定
）の
都
市
計
画
の
変
更
案（
左
図

実
線
部
分
）を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。
�
１
月
１８
日
㈮

１９
時
〜
・
１９
日
㈯
１０
時
〜

�
大
谷
公
民

館

�
市
内
に
在
住
の
人
、
市
内
に
住
所

が
あ
る
法
人

�
各
６０
人

生
徒
指
導
支
援
員（
臨
時
職
員
）の

募
集

指
導
課

�
７
７
５
―

９
６
７
２

�
７
７
５
―

５
６
３
３

�
市
内
小
・
中
学
校
で
の
校
内
巡
回
を
中

心
と
し
た
生
徒
指
導
の
支
援
【
雇
用
期

間
】４
月
４
日
㈭
〜
２
０
２
０
年
３
月
２６

日
【
勤
務
日
・
時
間
】週
４
日（
㈪
〜
㈮
）

ま
た
は
週
５
日（
㈪
〜
㈮
）８
時
３０
分
〜
１６

時
の
う
ち
、
１
日
５.５
時
間
【
時
給
】９００

円（
予
定
）
【
通
勤
手
当
】１
日
１５０
円（
予

定
）
�
学
校
教
育
に
関
心
が
あ
り
、
青

少
年
健
全
育
成
に
意
欲
が
あ
る
２０
歳
以
上

の
人

�
４
人
程
度

�
申
請
書（
指
導

課
に
あ
る
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
も
可
）に
必
要
事
項
を
記
入
し

て
、
２
月
６
日
㈬
ま
で
に
直
接
、
指
導
課

へ重
度
心
身
障
害
者
医
療
費

助
成
制
度障

害
福
祉
課

�
７
７
５
―

５
１
２
３

�
７
７
６
―

８
８
７
２

�
次
の
①
〜
④
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人
①
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
②
療
育

手
帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ
③
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
１
級
④
６５
歳
以
上
で
次
の
ア
〜
ウ

の
い
ず
れ
か
の
障
害
に
よ
り
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
よ
る
障
害
認
定
を
受
け
て

い
る
ア
国
民
年
金
法
障
害
等
級
１
、
２
級

イ
身
体
障
害
者
手
帳
４
級
の
一
部（
音

か

し

声
・
言
語
機
能
障
害
、下
肢
障
害
の
一
部
）

ウ
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
２
級

※

初
め
て
該
当
す
る
手
帳
な
ど
の
交
付
を
受

け
た
日
が
平
成
２７
年
１
月
１
日
以
降
で
、

か
つ
６５
歳
以
上
の
人
、
上
尾
市
以
外
の
市

区
町
村
か
ら
援
護
ま
た
は
国
民
健
康
保
険

の
給
付
を
受
け
て
い
る
人
、
埼
玉
県
以
外

の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
の
給

付
を
受
け
て
い
る
人
を
除
き
ま
す
。
【
助

成
額
】入
院
・
外
来
な
ど
の
各
医
療
保
険

制
度
の
自
己
負
担
額（
た
だ
し
、
③
の
人

の
精
神
病
床
へ
の
入
院
分
は
除
く
）、
入

院
時
食
事
・
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
２

分
の
１

�
該
当
す
る
障
害
者
手
帳
、
健

康
保
険
証
、
本
人
名
義
の
預（
貯
）金
通
帳

の
口
座
番
号
が
分
か
る
物
、
印
鑑（
認
め

印
）を
用
意
し
て
直
接
、
障
害
福
祉
課
へ

※
現
在
、
受
給
資
格
の
あ
る
人
は
、
手
続

き
は
不
要
で
す
。
㈯
㈰
㈷
は
受
け
付
け
で

き
ま
せ
ん
。

公立保育所では、代替保育士、短時間保育士、延長時間パート職員を募集しています。

①代替保育士 【勤務日・時間】週５日（㈪
～㈯）８時３０分～１７時のうち、１日７時間３０
分 ※㈯は月１回程度の勤務です。【日
給】８，３２５円（年数加算あり） �保育士資
格がある６０歳までの人
②短時間保育士 【勤務日・時間】週４日
（㈪～㈯）８時３０分～１７時（㈯は１２時まで）
のうち、１日４時間３０分 ※勤務時間帯は
要相談です。【時給】１，０４０円（年数加算
あり） �保育士資格がある６０歳までの
人
③延長時間パート 【勤務日・時間】㈪～
㈮／７時～８時３０分、１７～１９時、㈯／７時
～８時３０分、１２～１８時（部分勤務が可）

【時給】１，１１０円 �６３歳までの子どもが
好きな人 ※資格がない人もできます。
●①～③共通 【勤務場所】市内公立保育
所１５カ所のうち、勤務可能な保育所 【交
通費】２～４㌔未満／１００円、４㌔以上／１５０
円 ※①は公共交通機関利用の場合、実
費支給です。 �申請書（保育課にある。
市ホームページからダウンロードも可）
に必要事項を記入して、履歴書、証明写
真、資格証の写し（③を除く）を用意して
直接、保育課へ ※受け付けは随時行っ
ています。 ※詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。

保育課 �７７５―５０４４・�７７４―５３４２
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「まちかど特派員」を募集
一緒に『広報あげお』を作りません

か？ 所
得
税
と
市
・
県
民
税
の
控
除

高
齢
介
護
課

�
７
７
５
―

５
１
２
６

�
７
７
６
―

８
８
７
２

所
定
の
基
準
を
満
た
す
人
は
、
所
得
税

や
市
・
県
民
税
の
控
除
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

寝
た
き
り
や
認
知
症
の
高
齢
者
の
障
害

者
・
特
別
障
害
者
控
除

市
が
交
付
す
る「
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
」が
必
要
で
す
。
※
身
体
障
害
者

手
帳
な
ど
を
持
っ
て
い
る
人
は
、
手
帳
を

提
示
す
る
こ
と
で
控
除
を
受
け
ら
れ
ま

す
。
�
次
の
①
〜
④
の
全
て
に
該
当
す

る
人
①
市
内
に
住
所
が
あ
る
②
認
定
基
準

日（
対
象
年
の
１２
月
３１
日
）現
在
で
満
６５
歳

以
上
③
寝
た
き
り
や
準
寝
た
き
り（
屋
内

で
の
生
活
は
お
お
む
ね
自
立
し
て
い
る

が
、
介
助
な
し
で
は
外
出
で
き
な
い
）、

認
知
症（
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
よ

う
な
症
状
、
行
動
や
意
思
疎
通
の
困
難
さ

が
多
少
見
ら
れ
る
）で
あ
る
④
本
人
ま
た

は
そ
の
家
族
の
扶
養
者
で
、
税
の
控
除
が

必
要

※
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い

人
は
、
医
師
の
診
断
書（
高
齢
介
護
課
に

あ
る
）の
提
出
が
必
要
で
す
。
�
直
接
、

高
齢
介
護
課
へ

※「
障
害
者
控
除
対
象

者
認
定
書
」は
、
申
請
か
ら
約
１０
日
で
郵

送
し
ま
す
。

寝
た
き
り
の
高
齢
者
が
使
用
す
る
お
む
つ

代
の
医
療
費
控
除

●
初
め
て
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受

け
る
人

医
師
が
発
行
す
る「
お
む
つ
使

用
証
明
書
」（
高
齢
介
護
課
に
あ
る
）が
必

要
で
す
。
※「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」は
、

医
療
機
関
に
も
用
意
し
て
あ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

●
２
年
目
以
降
の
人

市
が
発
行
す
る

「
お
む
つ
に
係
る
費
用
の
医
療
費
控
除
に

用
い
る
証
明
の
確
認
書
」が
必
要
で
す
。確

認
書
は
、
申
請
か
ら
約
１０
日
で
郵
送
し
ま

す
。
�
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人

で
、
介
護
保
険
主
治
医
意
見
書
の
内
容
に

よ
り
、
次
の
⑴
⑵
の
全
て
に
該
当
す
る
人

⑴
寝
た
き
り
状
態
で
あ
る
⑵
尿
失
禁
の
可

能
性
が
あ
る

※
条
件
に
該
当
し
な
い
場

合
は
、
医
療
機
関
で
再
度「
お
む
つ
使
用

証
明
書
」を
取
得
し
て
く
だ
さ
い
。
�
直

接
、
高
齢
介
護
課
へ

第
３
次
上
尾
市
市
民
活
動
推
進

計
画（
案
）へ
の
意
見
を
募
集

市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

�
７
７
８
―

１
８
１
０

�
７
７
８
―

１
８
２
０

市
民
と
の
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

す
る
た
め
、「
第
３
次
上
尾
市
市
民
活
動

推
進
計
画
」を
策
定
し
ま
す
。
こ
の
た
び
、

そ
の
案
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
市
民
コ

メ
ン
ト
制
度
に
基
づ
き
、
意
見
を
募
集
し

ま
す
。
【
計
画（
案
）の
公
表
・
意
見
募
集

期
間
】１
月
２２
日
㈫
〜
２
月
１５
日
㈮
【
計

画（
案
）・
意
見
書
の
設
置
場
所
】市
民
活

動
支
援
セ
ン
タ
ー
、
市
役
所
１
階
情
報
公

開
コ
ー
ナ
ー

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

掲
載
し
ま
す
。
�
市
内
に
在
住
・
在

勤
・
在
学
の
人
【
意
見
な
ど
の
取
り
扱

い
】内
容
を
検
討
し
、
策
定
の
参
考
に
す

る

※
住
所
・
氏
名
な
ど
個
人
が
特
定
で

き
る
箇
所
を
除
き
、
意
見
の
内
容
を
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま
す
。
個
別
に
は
回

答
し
ま
せ
ん
。
【
提
出
方
法
】意
見
書（
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も

可
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
直
接
か

郵
送（
必
着
）、
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
、
メ
ー

ル
で
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー（
〒
３６２
―

０

０
７
５
柏
座
１
―

１
―

１５
、
�s５３５００@

ci
ty.ageo.lg.jp

）へ

※
電
話
で
は
受
け

付
け
で
き
ま
せ
ん
。

１１
月
分

市
役
所
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
貸
し
出
し

生
涯
学
習
課

�
７
７
５
―

９
４
９
６

�
７
７
６
―

２
２
５
０

２
月
１
日
㈮
に
行
う
１１
月
分
の
抽
選

は
、
１１
月
７
日
㈭
〜
１３
日
㈬
の
貸
し
出
し

分
だ
け
で
す
。
※
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の

抽
選
は
、
通
常
通
り
行
い
ま
す
。

市の催しや行事、祭りや文化・スポーツイベントなど、
にぎわいの様子や市民活動を取材して『広報あげお』に掲
載したり、地域の話題や身近な出来事などを情報提供し
たりする市民記者「まちかど特派員」を募集します。【任
期】４月～２０２０年３月 �市内に６カ月以上居住している２０
歳以上の人（４月１日時点）【募集人数】６人（選考） �①
『広報あげお』の「まちかど特派員だより」（年２回、１８ペー
ジ参照）の原稿作成②地域の話題などの情報提供③まち
かど特派員会議への出席（年３回程度）④広報誌取材協力
【謝礼】年額１万２千円以内（予定） �申込書（広報広聴課
にある。市ホームペー
ジからダウンロードも
可）に必要事項を記入
して、１月７日㈪～２月１５
日㈮に直接、広報広聴
課へ

広報広聴課 �７７５―４９１８・�７７６―８８７３
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新たなごみ処理施設の整備に向けて新たなごみ処理施設の整備に向けて

７０
歳
以
上
の
世
帯
の
人
の

高
額
療
養
費
の
支
給
申
請

手
続
き
が
簡
素
化

保
険
年
金
課

�
７
８
２
―

６
４
８
１

（
国
保
給
付
担
当
）
�
７
７
５
―

９
８
２
７

高
額
療
養
費
は
、同
じ
診
療
月
に
支
払
っ

た
医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
時
に
、
自
己

負
担
限
度
額
を
超
え
た
分
が
払
い
戻
さ
れ

る
制
度
で
す
。

昨
年
１２
月
ま
で
は
、
市
か
ら
送
付
さ
れ

た
高
額
療
養
費
支
給
申
請
書
を
毎
回
提
出

す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
１

月
か
ら
は
手
続
き
が
簡
素
化
さ
れ
、
１
月

以
降
に
送
付
さ
れ
た
申
請
書
を
提
出
す
る

こ
と
に
よ
り
、
次
回
以
降
は
自
動
振
り
込

み
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
す
で
に
申
請

書
を
送
付
し
た
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
は

自
動
振
り
込
み
さ
れ
ま
せ
ん
。
対
象
と
な

る
世
帯
に
は
、
申
請
書
に
案
内
文
を
同
封

し
ま
す
の
で
、確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
�

上
尾
市
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
世
帯
の
う
ち
、
次
の
①
〜
③
の
全
て
に

該
当
す
る
世
帯
①
世
帯
主
が
７０
歳
以
上
②

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
世
帯
員

の
全
員
が
、
７０
歳
以
上
③
国
民
健
康
保
険

税
を
完
納
し
て
い
る

※
い
ず
れ
か
の
条

件
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
自
動

振
り
込
み
が
中
止
さ
れ
、
申
請
書
の
郵
送

が
再
開
さ
れ
ま
す
。

西貝塚環境センターは、稼働を開始してから２０年が経過し後継施設
の検討が必要となっています。後継施設の建設にあたり、伊奈町と広
域ごみ処理を進めるため、昨年６月１１日に「上尾市伊奈町ごみ処理広域
化の推進に関する基本合意書」を締結しました。
この合意に基づき、昨年８月９日に「上尾・伊奈広域ごみ処理協議会」
を設立し、候補地の選定に向けた今後のスケジュール、各種計画の策
定などの協議を進めています。
現在、両市町は、「上尾市西貝塚環境センター」と「伊奈町クリーン
センター」でそれぞれのごみ処理を行っていますが、近年、ごみ量が
減少傾向にあることなどから、基本合意により後継施設を１カ所に集
約し、両市町のごみ処理を行うこととします。
今年度中に候補地の選定基準を作成し、来年度にはその選定基準を
基に候補地を抽出することと並行して候補地の公募を行います。また、
評価基準を、市民、有識者などからの意見を踏まえて作成し、候補地
を決定していく予定です。
後継施設ができるまでには、用地の確保、建設、周辺のインフラ整
備などに、１５年から２０年程度かかると見込まれます。
その間は現施設を稼働する必要がありますが、両施設とも老朽化が
進んでいるため、後継施設の整備と並行して現施設の延命化を検討し
ます。

環境政策課 �７７５―６９２５
�７７５―９８７２

合意事項

１ 上尾市、伊奈町は、それぞれの
現存するごみ処理施設の後継施
設を共同して建設し、ごみ処理
を行う。

２ 新施設の一般廃棄物処理対象地
域は、両市町の行政区域とする。

３ ごみ処理施設の建設地は上尾市、
伊奈町内とする。また建設候補
地の選定は、平成３１年度を目標
年次として行うものとする。

４ 両市町による協議会を平成３０年
度末までに設置する。

大島町長（左）と畠山市長
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「あげお市民セレクション」の
選考委員を募集

市観光協会推奨土産品市観光協会推奨奨土産市観光協会推奨土産市観光協会推奨土産品 あげお市民セレクションの

▲

認定マーク 大
雪
時
に
備
え
て

危
機
管
理
防
災
課

�
７
７
５
―

５
１
４
０

�
７
７
５
―

９
９
２
７

道
路
課

�
７
７
５
―

８
５
９
７

�
７
７
５
―

９
９
０
６

１
〜
３
月
は
、
雪
の
降
り
や
す
い
時
季

に
な
り
ま
す
の
で
、
次
の
点
に
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。
屋
根
か
ら
の
落
雪
／
道
路
で

の
転
倒
／
積
雪
で
狭
く
な
っ
た
道
路
で
の

自
動
車
と
の
す
れ
違
い
／
積
雪
で
見
え
に

く
く
な
っ
た
道
路
脇
の
側
溝
／
積
雪
に
よ

る
カ
ー
ポ
ー
ト
の
倒
壊
／
不
要
不
急
の
外

出
を
避
け
る（
外
出
す
る
場
合
は
滑
り
に

く
い
靴
を
着
用
す
る
）

除
雪
時
の
お
願
い

●
道
路
に
雪
を
出
さ
な
い

道
路
に
雪
を

出
す
と
自
動
車
や
自
転
車
の
ハ
ン
ド
ル
が

取
ら
れ
、交
通
事
故
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

●
道
路
の
除
雪
に
ご
協
力
を

交
通
安
全

の
た
め
、で
き
る
範
囲
で
お
願
い
し
ま
す
。

※
で
き
る
だ
け
２
人
以
上
で
作
業
を
し
て

く
だ
さ
い
。

明
る
い
選
挙
推
進
員
を
募
集

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

�
７
７
５
―

９
６
８
９

�
７
７
５
―

９
８
１
９

明
る
い
選
挙
推
進
員
は
、
イ
ベ
ン
ト
な

ど
で
投
票
へ
の
参
加
や
選
挙
に
つ
い
て
の

啓
発
活
動
を
行
う
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

す
。
�
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

る
人
で
、
政
治
や
選
挙
に
関
心
が
あ
り
、

中
立
公
正
な
活
動
が
で
き
る
人
【
任
期
】

４
月
１
日
〜
２
０
２
１
年
３
月
３１
日
ま
で

�
２
月
２８
日
㈭
ま
で
に
氏
名
、
住
所
、
電

話
番
号
を
、
直
接
か
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク

ス
で
、
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
へ

水
道
管
の
凍
結
に
ご
注
意
を

水
道
施
設
課

�
７
７
５
―

５
１
５
７

�
７
７
２
―

９
０
５
０

気
温
が
氷
点
下
４
度
以
下
に
な
る
と
、

水
道
管
が
凍
結
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

建
物
の
北
側
な
ど
日
が
当
た
ら
な
い
場
所

や
風
当
た
り
の
強
い
場
所
に
あ
る
水
道

管
、
む
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
水
道
管
は

注
意
が
必
要
で
す
。

●
凍
結
を
防
ぐ
た
め
に
は

タ
オ
ル
や
毛

布
を
巻
き
、
濡
れ
な
い
よ
う
に
ビ
ニ
ー
ル

な
ど
で
保
護
を
す
る
か
、
水
道
管
用
の
保

温
材
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
水

道
メ
ー
タ
ー
は
、
布
な
ど
を
濡
れ
な
い
よ

う
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
詰
め
て
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ

ク
ス
の
中
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

●
水
道
管
が
凍
結
し
て
し
ま
っ
た
ら

自

然
に
解
け
る
の
を
待
つ
か
、
タ
オ
ル
や
布

を
か
ぶ
せ
て
、そ
の
上
か
ら
ゆ
っ
く
り「
ぬ

る
ま
湯
」を
掛
け
て
く
だ
さ
い
。
直
接
掛

け
る
と
、
水
道
管
が
破
裂
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

上
尾
丸
山
公
園
大
池

か
い
ぼ
り
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

み
ど
り
公
園
課

�
７
７
５
―

８
１
２
９

�
７
７
５
―

９
９
０
６

来
年
度
予
定
し
て
い
る
上
尾
丸
山
公
園

の
大
池
の
か
い
ぼ
り
事
業
に
向
け
て
、
か

い
ぼ
り
の
目
的
や
効
果
を
学
び
、
大
池
の

再
生
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
�
２
月
１１

日
㈷
１３
時
３０
分
〜
１６
時
３０
分

�
文
化
セ

ン
タ
ー

�
講
演
会
、
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ

ン
、市
民
参
加
型
か
い
ぼ
り
の
事
例
紹
介
、

参
加
者
の
体
験
談
他

�
小
学
生
以
上

※
小
学
生
は
保
護
者
同
伴
で
す
。
講
演
内

容
は
小
学
校
高
学
年
以
上
向
け
で
す
。

�
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市観光協会では、市内で製造または加工された土産品の普及と品質の向
上を図り、市内における産業の振興に寄与することを目的に、昨年１２月に
４２品目の推奨土産品を認定しました。この推奨土産品の中から、市民が「上
尾土産として贈りたい」「特におすすめしたい」という物を「あげお市民セ
レクション」として認定し、商品のＰＲを行います。この「あげお市民セレ
クション」の選考委員を募集します。
※選考委員には、選考会当日、会場で使える推奨土産品購入券（２千円分）
を差し上げます。なお、交通費は支給しません。
�次の①～④の全てに該当する人①市内に在住で２０歳以上②出品事業者の
関係者（家族、親族を含む）でない③募集要項（市観光協会、市観光協会ホー
ムページにある）を順守できる④３月１６日㈯１３～１６時にショーサンプラザ
（谷津２‐１‐１）で開催する選考会に参加できる ※選考会は一般公開します。
※推奨土産品の中には、原材料の一部または製造過程で、小麦・卵・牛乳・
落花生・そば・エビ・カニなどを含む場合がありますので、あらかじめご
了承ください。 �３０人（応募者多数の場合は抽選） �応募用紙（市観光協
会にある。市観光協会ホームページからダウンロードも可）に必要事項を
記入して、１月３１日㈭まで（当日消印有効）に郵送またはファクスで市観光
協会（〒３６２―００４２谷津２―１―５０）「あげお市民セレクション」選考会担当へ

市観光協会
�７７５―５９１７・�７７５―５０２４
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